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弁論準備手続期日における状況について（回答1）
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横浜地方裁判所長殿

東京法務局
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位確認等請求御庁横須賀支部に係属している同支部

事件について、令和4年10月11日午後1時30分から行われた弁論準備手続期

日において、被告国の指定代理人である防衛省職員の録音機が準備室内で録音状態日において、 1

にありました。
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横浜地方裁判所長殿
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｢弁論準備手続期日における状況について（依頼)」に対する回答
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御庁横須賀支部［ 卜也位確認等請求事件(以下｢本事件」

という｡）について、令和4年10月11日午後1時30分から行われた弁論準備手

続期日 （以下「本件期日」という｡）において、被告である国の指定代理人が受命裁

判官の許可を得ることなく録音行為（以下「本件録音行為」という｡）をしたことに

関し、御庁令和4年10月19日付け「弁論準備手続期日における状況について

（依頼)」に対する回答は、以下のとおりである。

し

第1本件録音行為に係る事実関係について
申

1本件録音行為の主体について
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2本件録音行為の対象について

3本件録音行為の態様について
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4本件録音行為の目的について
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5本件録音行為についての組織としての認識の有無について
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6本件録音行為に係る録音の消去の有無について
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7本件期日における本件録音行為に係る被告国指定代理人の言動等について
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第2本事件に係る本件期日以前の期日における録音状況について
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